
    令和８年５月１５日 

 

八戸市建築住宅課長   

 

質問に対する回答書 

 

 

提出された質問書について、次のとおり回答します。 

 質問内容 回答 
資料名及び 

ページ番号 

1 

「退去滞納者等への領収書の発行」

と記載がありますが、現金で収納が

あった場合に発行するという認識で

よろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。受託者が滞納

者から現金により直接収納した場合

は、領収書を発行していただくこと

を想定しています。 

仕様書案３（２）

ア 

２ 

「電子データの形式や提供の方法は

委託者が指示する方法によるものと

する」と記載がありますが、具体的な

方法をご教示ください。また、方法に

ついては協議可能でしょうか。 

委託対象債権に係る債務者情報等の

提供方法は、個人情報を含むため、パ

スワード設定等の安全措置を講じた

上で、電子メールにより行う予定で

す。具体的なデータ項目、形式、受渡

し方法については、契約締結後、本市

と受託者で協議の上、決定します。 

仕様書案４（２） 

３ 

「委託料を算出し、書面により委託

者に請求するものとする」と記載が

ありますが、請求期日はいつ頃でし

ょうか。また、翌月の 5 営業日まで

に送付することは協議可能でしょう

か。 

毎月分について翌月10日までに請求

書を提出することで考えております

が、具体的な請求期日については、契

約締結時に協議の上、定めます。 

仕様書案５（２） 

４ 

予算が「1,078 千円を限度とする」と

記載がありますが、万一限度額を超

えた場合の対応をご教示ください。 

回収実績の増加により成功報酬額が

予算限度額を超える見込みとなった

場合は、速やかに本市と受託者で協

議し、補正予算等の必要な予算措置

の可否を検討します。 

実施要領３（４） 

５ 

委託予定債権の詳細をご教示くださ

い。 

・初回委託予定債権の件数、金額 

・他社への委託済み債権の件数、金額 

・未収発生からの期間（３年未満、５

年未満、５年以上等）   

・初回委託予定債権の件数、金額 

令和８年４月時点の概算として、19

件（滞納者数）、12,000,000 円程度を

想定しています。 

・他社への委託済み債権の件数、金額 

なし 

・未収発生からの期間 

３年未満  2 件 

～５年未満 2件 

５年以上  15 件 

その他 

 


